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税務訴訟資料 第２６４号－１４８（順号１２５２９） 

名古屋高等裁判所金沢支部　平成●●年（○○）第●●号　損害賠償請求控訴事件 

国側当事者・国（武生税務署長） 

平成２６年９月１７日棄却・上告・上告受理申立 

（第一審・福井地方裁判所、平成●●年（○○）第●●号、平成２６年２月１２日判決、本資料２

６４号－２５・順号１２４０６） 

判 決 

控 訴 人 甲 

被控訴人 国 

同代表者法務大臣 馬場 みどり 

同指定代理人  杉原 慶光 

同  平岩 大輔 

同 奥村 仁 

同 山下 裕樹 

同 田畑 宏 

同 花野 裕司 

同 佐竹 昭英 

同 信本 努 

同 吉本 健志 

同 牧野 英雄 

同 北嶋 宗紀 

同 大谷 武夫 

同 高野 晶弘 

主 文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 被控訴人は、控訴人に対し、１６８５万０２６３円を支払え。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

 本件は、控訴人が、 

(1) 父である乙（変更後の名は「丙」である。以下、襲名により名を変更した者については、

すべて変更前の名で表示する。以下「乙」という。）を被相続人とする相続（以下「本件相続」

という。）に係る相続税につき、乙以外の者の財産が乙の相続財産であることを前提とする違
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法・無効な処分が行われ、滞納処分による充当が法律上の原因を欠くと主張して、被控訴人に

対し、不当利得返還請求権に基づき、控訴人の相続税等に充当された預金債権及び賃料債権相

当額である１６８５万０２６３円の支払、 

(2) 上記相続税の賦課徴収に関連して、税務署職員等に違法行為があったと主張して、国家賠

償法１条１項に基づき、損害賠償金１６８５万０２６３円の支払を、選択的に求める事案であ

る。 

２ 訴訟の経緯 

 原審は、控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が本件控訴を提起した。 

３ 前提事実（争いがないか、各項末尾に掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事

実） 

(1) 当事者等 

ア Ａ（昭和１０年３月２９日死亡。以下「Ａ」という。）及び乙は、Ｃ（昭和３年１月１４

日死亡。以下「Ｃ」という。）とＤ（昭和３７年１月１７日死亡。以下「Ｄ」という。）の間

の子である。 

イ Ｂ（以下「Ｂ」という。）は、戊（昭和４６年１０月１１日死亡。以下「戊」という。）と

Ａの間の子であり、控訴人及び丁（以下「丁」という。）は、戊と乙（Ａの死後、戊が再婚）

の間の子である。 

ウ 乙は、平成６年７月５日、死亡し、相続（以下「本件相続」という。）により、控訴人及

び丁が乙の地位を承継した。 

（以上につき、甲１、２、５～７、乙１４） 

(2) 不動産登記記録上の所有権移転経緯 

ア 後記(3)ア記載の本件相続に係る相続税の申告において相続財産として申告されている不

動産（以下「本件相続不動産」という。）の平成６年７月５日時点における不動産登記記録

上の所有名義人は、乙である。 

イ 本件相続不動産について、乙から控訴人へ相続を原因として所有権移転登記がされたのは、

平成８年２月●日、同８年８月●日、同９年１月●日、同９年８月●日、同１０年１１月●

日、同１０年１２月●日又は同１１年１月●日のいずれかであり、乙から丁へ相続を原因と

して所有権移転登記がされたのは、同９年８月●日又は同１０年１１月●日である。 

ウ 本件相続不動産の一部について、真正な登記名義の回復を原因としてＢへの所有権移転登

記又は所有権一部移転登記がされたのは、後記(3)エ記載の修正申告がされた後である平成

１０年１１月●日、同１１年１月●日又は同１１年２月●日のいずれかである。 

（以上につき、乙５の１～４０、１４、弁論の全趣旨） 

(3) 相続税の申告等 

ア 控訴人及び丁は、平成７年３月６日、Ｅ税理士（以下「Ｅ税理士」という。）に依頼して、

武生税務署長に対し、本件相続に係る相続税の申告を行うとともに、控訴人は、同日、相続

税延納申請書を提出した。上記相続税の申告に係る申告書には、取得財産の価額が８億０３

０１万１７５４円、控訴人の相続税額が１億４８０３万円と記載されている。 

（乙１、２） 

イ 控訴人及び丁は、平成８年２月１３日、Ｅ税理士に依頼して、武生税務署長に対し、本件

相続に係る相続税の修正申告を行うとともに、控訴人は、相続税延納申請書を提出した。上



3 

記申告に係る修正申告書には、修正後の取得財産の価額が８億３９５３万９５９６円と、修

正後の控訴人の相続税額が１億５６５５万３０００円と記載されている。 

（乙３） 

ウ 武生税務署長は、控訴人に対し、相続税法３８条１項（平成１５年法律第８号による改正

前のもの。以下、同じ。）の規定により延納を許可し（以下「本件延納許可」ともいう。）、

別紙物件目録の番号１ないし５、１０、１２ないし２１、２５ないし２７、３１、３３ない

し３６、３９及び４０記載の土地について、福井地方法務局武生支局平成８年３月●日受付

第●号及び同年７月●日受付第●号をもって抵当権設定及び同設定登記を受けた。 

（乙４、５の１～５・１０・１２～２１・２５～２７・３１・３３～３６・３９・４０） 

エ 控訴人及び丁は、平成８年１２月９日、武生税務署長に対し、本件相続に係る相続税の修

正申告を行うとともに、控訴人は、相続税延納申請書を提出した。上記申告に係る修正申告

書には、修正後の取得財産の価額が９億０９５９万３２７５円と、修正後の控訴人の相続税

額が１億７５７６万６８００円と記載されている。また、武生税務署長は、控訴人に対し、

上記延納申請書に係る相続税について、相続税法３８条１項の規定により延納を許可し、別

紙物件目録の番号７、２３、２４及び３０記載の不動産について、福井地方法務局武生支局

平成９年１月●日受付第●号をもって抵当権設定及び同設定登記を受けた。 

（乙５の７・２３・２４・３０、６） 

オ 控訴人は、平成１２年１月１９日、武生税務署長に対し、更正の請求をする理由を「減額」

とする本件相続に係る相続税の更正の請求を行った（以下「本件更正の請求①」という。）。

同請求に係る請求書には、「預貯金・株式・その他は、相続時の総額×１／２をＢへ」との

記載がある。 

（乙７） 

カ 控訴人は、同年３月１７日、武生税務署長に対し、異議申立てに係る処分を「平成１２年

１月１９日の相続税の減額更正請求に対する処分」とする異議申立てを行った（以下「本件

異議申立て①」という。）。 

（乙８） 

キ 武生税務署長は、同年４月１１日、国税通則法（以下「通則法」という。）８３条１項の

規定（不適法）により、本件異議申立て①を却下する決定をした（以下「本件異議決定①」

という。）。 

（乙９） 

ク 武生税務署長は、同年４月１７日、控訴人に対し、本件更正の請求①には通則法２３条（平

成２３年法律第１１４号による改正前のもの。以下、同じ。）に規定する理由及び相続税法

３２条（平成１５年法律第８号による改正前のもの。以下、同じ。）に規定する事由が確認

できないとして、通則法２３条４項の規定により同請求に係る更正をすべき理由がない旨の

通知をした（以下「本件通知処分①」という。）。 

（乙１０） 

ケ 控訴人は、同年５月１１日、武生税務署長に対し、更正の請求をする理由を「相続回復の

ための和解が成立。（あわせて未分割だった丁と甲の間での遺産分割も確定したため。）」と

する本件相続に係る相続税の更正の請求を行った（以下「本件更正の請求②」といい、本件

更正の請求①と併せて「本件各更正の請求」という。）。同請求に係る請求書には、その請求
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に係る更正前の課税標準等及び税額等、当該更正後の課税標準等及び税額等のいずれの記載

もなく、「相続回復のための、和解と、それによる登記の、一応の終了を見たため。丙（Ｃ）

→Ｄ→Ｂ（代襲相続）と、財産が相続されている。」との記載、添付した書類として「遺言

者丙（Ｃ）の遺言公正証書謄本のコピー、戸籍、原戸籍、除籍の謄本、課税台帳の写し、登

記謄本、土地の明細書」との記載があったが、当該請求書に添付されていた書類は、「相続

税がかかる財産の明細書」が６枚と「（修正）甲」と表示された書類３枚のみであり、これ

らの書類によって、控訴人が求める更正後の課税標準等及び税額等並びに当該請求をするに

至った事情の確認はできなかった。 

（乙１１、１４） 

コ 武生税務署長は、本件更正の請求②に係る更正の請求書が通則法２３条３項の規定を満た

すものではないと認め、同年６月７日、控訴人に対し、本件更正の請求②をするに至った事

情の釈明あるいは証拠書類の提出を求めたが、控訴人からは明解な回答が得られず、証拠書

類の提出もなかったため、同年６月３０日、控訴人に対し、本件更正の請求②には通則法２

３条に規定する理由及び相続税法３２条に規定する事由が確認できないとして、通則法２３

条４項の規定により更正をすべき理由がない旨の通知をした（以下「本件通知処分②」とい

い、本件通知処分①と併せて「本件各通知処分」という。）。 

（乙９、１２） 

サ 控訴人は、同年８月１４日、武生税務署長に対し、本件通知処分②を不服として異議申立

てを行ったが（以下「本件異議申立て②」という。）、武生税務署長は、同年１０月１８日、

控訴人に対し、上記異議申立てを棄却する旨の決定をした（以下「本件異議決定②」といい、

本件異議決定①と併せて「本件各異議決定」という。）。 

（乙１３、１４） 

シ 控訴人は、同年１１月１５日、国税不服審判所長に対し、本件通知処分②を原処分として、

審査請求をしたため（以下「本件審査請求」という。）、国税不服審判所は、通則法９７条（平

成１３年法律第１２９号による改正前のもの。以下同じ）１項及び２項の規定により、控訴

人に対し、本件審査請求の理由について釈明あるいは証拠書類の提出を求めたが、控訴人は

これに応じなかった。そのため、国税不服審判所長は、平成１４年６月２６日、本件審査請

求を棄却する裁決（以下「本件棄却裁決」という。）をした。 

（乙９） 

(4) 不動産に係る滞納処分等 

ア 金沢国税局長は、平成１５年５月８日から平成１８年９月２６日の間、別紙１記載１ない

し２２、２５ないし２９、３１、３２、３４ないし４０の各土地について、控訴人に対する

滞納処分として差押え又は参加差押えをした。 

（乙５の１～２２・２５～２９・３１・３２・３４～４０、２９の１～３、３０～３２、３

３の１・２） 

イ 金沢国税局長は、別紙１記載９ないし１３、１６ないし２０、２５ないし２７、３１、３

４及び３６ないし３８の土地について、公売及び売却決定を行い、換価代金のうち１６６万

７４００円を滞納処分費に充当し、９５１７万０６００円を控訴人の相続税に充当した。 

（乙５の９～１３・１６～２０・２５～２７・３１・３４・３６～３８、１８、３４の３・

６・７・９～１１・１４、４０の５～７、４１の１～４・７～１２、４２の１～１０、４３
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の１～１０、４４の１～１８） 

(5) 預金債権等に係る滞納処分等 

 金沢国税局長は、別紙２差押債権目録記載の各債権につき、差し押さえた上で取り立て、又

は、交付要求をした上で配当を受け、合計１６８５万０２６３円を控訴人の相続税及び申告所

得税並びに丁の相続税に係る控訴人の連帯納付義務に充当した。 

（乙４５の１～２０、４６の１～１０、４７の１～９、４８） 

３ 争点及び当事者の主張 

(1) 争点１（滞納処分による充当が法律上の原因を欠くものであるか。） 

（控訴人の主張） 

ア 乙とＢは、Ｄの遺産をＢが全部取得する旨の遺産分割の合意をした。しかし、乙は、後に、

不動産について同人の単独名義とする登記手続をしてしまった。 

 そのため、控訴人は、本件相続に係る相続税の申告に際し、Ｅ税理士に対し、乙名義の不

動産からＢの持分を控除した分を乙の相続財産とするように求めた。しかし、Ｅ税理士は、

Ｂの持分を控除せずに相続税の申告をした。 

 このように、本件相続に係る相続税について申告された相続財産中にはＢの財産が含まれ

ていた。 

イ したがって、申告された相続財産がすべて乙の財産であることを前提として、控訴人に対

してされた更正をすべき理由がない旨の通知や滞納処分等はいずれも重大な違法があり、無

効である。 

 よって、滞納処分による充当は法律上の原因を欠く。 

（被控訴人の主張） 

 行政処分が当然無効であるというためには、処分に重大かつ明白な違法があることを要す

るところ、本件相続に係る相続税について行われた処分はいずれも適法なものであるし、控

訴人の主張は被控訴人に対する不平不満にすぎず、処分の瑕疵を具体的に主張するものでも

ないから、処分に重大かつ明白な違法があるとはおよそ認められない。 

 したがって、滞納処分による充当は法律上の原因を有する。 

(2) 争点２（税務署職員等が控訴人に対する違法行為を行ったか。） 

（控訴人の主張） 

ア 別紙３の「①いつ」欄の時期に、「②誰が」欄の者が、「③何を行ったことが違法であるか」

欄の違法行為を行った。これらが違法であるのは、「④なぜ違法であるか」欄記載のとおり

である。 

イ 別紙３記載の人物については以下のとおりである。 

(ア) ３人の税理士 

 武生税務署に配置されていた税理士である。 

(イ) Ｆ 

 武生税務署徴収課課長である。 

(ウ) Ｇの前任者 

 武生税務署課税課課長である。 

(エ) Ｇ 

 武生税務署課税課課長である。 
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(オ) Ｈ 

 武生税務署課税課上席である。 

(カ) Ｉ 

 武生税務署課税課課長で、Ｈの上司である。 

(キ) Ｊ 

 武生税務署課税課課長である。 

(ク) Ｋ 

 金沢国税不服審判所国税審判官である。 

(ケ) Ｌ 

 金沢国税不服審判所国税審判官である。 

(コ) Ｍ 

 福井地方裁判所書記官である。 

(サ) 局及び局員 

 金沢国税局及びその職員である。 

（被控訴人の主張） 

ア 否認する。 

イ 控訴人が挙げる者は国家賠償法上の違法行為を行っていない。 

(3) 争点３（消滅時効の成否） 

（被控訴人の主張） 

 本件訴え提起までに３年を経過した処分、行為に基づく損害賠償請求権は時効により消滅し

た。被控訴人は、消滅時効を援用するとの意思表示をした。 

（控訴人の主張） 

 税務署職員等の行為は継続的不法行為であり、本件訴え提起までに時効期間は経過していな

い。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 事実認定 

 前提事実に、各項末尾に掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

(1)ア Ｃは、昭和３年１月●日、①土地の２分の１をＤに遺贈する、②建物及びその他の債権

の価格の２分の１をＤに遺贈するとの公正証書遺言（以下「本件遺言１」という。）を行った。 

（甲３の１・２） 

イ Ａは、昭和１０年１月●日、①国債１万９０００円のうち１万円を妻戊に、９０００円を

長女Ｂに遺贈する、②Ｎ銀行四谷支店の据置貯金４５００円を長女Ｂに遺贈し、その他の現

金及び預金は妻戊に遺贈する、③貸金２７００円の残債権（７００円は弁済済み）を長女Ｂ

に遺贈する、④福井県今立郡内の田のうち２丁５反（遺言者であるＡが後日選択するが、選

択する前に死亡した場合は遺言執行者において選択する。）は長女Ｂに遺贈する旨の公正証

書遺言（以下「本件遺言２」という。）を行った。 

（甲４） 

ウ 相続不動産についての不動産登記記録上の所有権移転経緯（前提事実(2)）及び本件相続

についての相続税の申告経緯（前提事実(3)ア～エ）を踏まえると、前提事実(2)ウ記載のＢ

への所有権移転登記又は所有権一部移転登記と上記ア及びイ記載の本件遺言１又は２との
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関連性は不明であり、乙とＢがＤの遺産をＢが全部取得する旨の遺産分割の合意をしたこと

を認めるに足りる証拠もない。 

（前提事実(2)、(3)ア～エ、乙１４、弁論の全趣旨） 

(2)ア 武生税務署長は、本件異議申立て②に対し、本件異議決定②をしたところ、その理由の

要旨は以下のとおりである。 

(ア) 控訴人は、Ｂとの間で、相続回復の和解が成立したことにより、乙の相続財産が減少

した、乙の共同相続人である丁との間で遺産分割が確定した、本件通知処分②の理由が不

明である等と主張して、本件通知処分②の全部取消しを求める。 

(イ) しかしながら、以下のとおり、本件通知処分②は適法であり、控訴人の上記主張には

理由がない。 

(ウ) 異議申立に係る調査によれば、以下の各事実が認められる。 

ａ 前提事実(3)ケ記載の事実 

ｂ 本件遺言１の存在 

ｃ Ｃの死亡により、Ａが家督を相続し、Ａの死亡により、Ａと養子縁組をした乙が家督

を相続した。 

ｄ Ｂが乙と養子縁組をした事実は認められない。 

ｅ Ｂは、控訴人と同居しているが、異議調査を担当した職員がＢへの面接を求めても、

控訴人はこれを拒絶している。 

ｆ 控訴人は、異議調査を担当した職員に対し、本件遺言１のことはＢも子どもの頃から

知っていたし、Ｂが乙名義の土地を取得することはずっと以前から決まっていたことで

ある旨述べた。 

ｇ Ｂが、控訴人に対し、本件遺言１に基づいて、乙名義の土地の引き渡し請求をしたこ

とを証する客観的事実は認められない。 

ｈ 前提事実(2)イ及びウの事実 

ｉ 控訴人は、丁の間で確定したとする遺産分割について、その確定した日及びその内容

を明らかにする書類等を提出しない。 

(エ)ａ 通則法２３条１項の規定による控訴人の相続税の更正の請求期限は平成８年３月

６日であるところ、本件更正の請求②は平成１２年５月１１日に行われており、当該

規定の期限を経過した後にされた更正の請求である。 

ｂ 前記(ウ)ｆによれば、控訴人及びＢは、乙の相続開始前から、本件遺言１を認識し

ていたから、仮に本件遺言１による遺贈が特定遺贈であり、受遺者であるＤが遺贈の

承認又は放棄をしないで死亡し、本件相続の開始時点で、Ｄの代襲相続人であるＢが

遺贈の承認又は放棄をしていなかったのであれば、乙の相続人である控訴人及び丁は、

乙に係る相続税の法定申告期限までに民法９８７条により相当の期間を定めてその

期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨をＢに催告することができたものであり、通

則法２３条２項に基づく更正の請求をすることはできない。 

ｃ 仮に本件遺言１による遺贈が包括遺贈に当たる場合、前記(ウ)ｃの相続によりＤの

受遺分が侵害されたこととなるが、Ｄは、旧民法１０９２条、同９９３条、同９６６

条の規定に基づく受遺分の回復をしないまま死亡しており、Ｄの受遺分の回復請求権

は、遺贈者であるＣの相続開始の時から２０年を経過したときである昭和２３年１月
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１５日の経過により時効消滅しているから、仮にＢがＤの代襲相続人として本件遺言

１に基づき土地の引渡しを行ったとしても、消滅時効を理由にこれを排斥でき、乙に

係る相続税の課税標準等に影響を与えない。 

ｄ Ｂは乙の相続人ではないから、控訴人が主張するＢの相続権の回復は、相続税法３

２条２号にいう民法８８４条に規定する相続の回復により相続人に異動が生じたと

きには該当せず、同規定に基づく更正の請求を行うことはできず、本件遺言１は相続

税の申告等に係る乙の遺言書に当たらないから、乙の遺言書が発見された場合を指す

同法４号に規定する「遺贈に係る遺言が発見された場合」にも該当しない。 

ｅ 控訴人は、丁との間で遺産分割が確定したことを更正請求の理由とするが、それを

裏付ける書類の提出がなく、更正を求める控訴人の課税価格及び相続税額も明らかに

しないから、通則法２３条３項の要件を具備しない。 

ｆ 更正すべき理由がない旨の通知処分について、その理由を付記すべき旨を定めた規

定はなく、その理由を付記しなくとも違法とはならないから、記載理由の不備をもっ

て、本件通知処分②の取消しを求めることはできない。 

(オ) 以上によれば、本件更正の請求②は、不適法なもので、本件通知処分②は適法である。 

（前提事実(3)ケ、サ、乙１４） 

イ 国税不服審判所長は、本件審査請求に対し、本件棄却裁決をしたところ、その理由の要旨

は以下のとおりである。 

(ア) 審判所の調査によれば、以下の事実が認められる。 

ａ 控訴人は、平成７年８月２３日、原処分庁である武生税務署長を訪れ、本件相続につ

いて申告した相続財産の中に乙のものではないものが含まれているので是正したい旨

の相談をし、当時の原処分庁所属の職員は、一般論として相続税法３２条及び通則法２

３条に規定する更正の請求の要件を説明した。 

ｂ 本件更正の請求②に係る更正請求書には、その請求に係る更正前の課税標準等及び税

額等、当該更正後の課税標準等及び税額等のいずれも記載されていない。 

ｃ 本件更正の請求②に係る更正請求書の「更正の請求をする理由」欄及び「更正の請求

をするに至った事情の詳細、その他参考となるべき事項」欄の記載内容並びに同請求書

に添付された資料によっても、その請求に係る更正後の課税標準等及び税額等及び当該

請求をするに至った事情の詳細が不明である。 

ｄ 前提事実(3)コの事実 

(イ) 関係法令等及び上記(ア)の事実によれば、控訴人は、本件更正の請求②の対象となっ

た相続税に係る申告について、相続財産の中に乙のものではないものが含まれていること

などを理由に更正の請求を行ったと思慮されるが、控訴人は、原処分庁である武生税務署

長の補正の求めにも、請求に係る証拠書類の提出の求めにも応じていないのであるから、

原処分庁において、本件更正の請求②は法定要件を欠く不適法なものとして扱われてもや

むを得ないものであり、本件通知処分②は相当と認められ、その他の部分についても、こ

れを不相当とする理由は認められない。 

（前提事実(3)ケ、コ、シ、乙９） 

２ 争点１（滞納処分による充当が法律上の原因を欠くものであるか。）について 

 控訴人が本件相続に関する相続税を課税された経緯は、前提事実(3)ないし(5)のとおりであり、
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控訴人の本件各更正の請求に基づく更正がされずに課税された経緯及びその理由は、前提事実

(3)オないしシ、上記１(2)認定のとおりであって、本件各更正の請求を採用せず、これに対する

不服の申立てを採用しなかった武生税務署長又は国税不服審判所の判断について、前提とした事

実認定、法令の解釈及び適用において特段不合理な点は認められない。 

 また、控訴人は、本件において、本件異議決定②において検討されていない本件遺言２を提出

しているが、本件遺言２は、本件各更正の請求の具体的な理由として挙げられていなかった上、

本件相続において相続財産として申告されたもののうちに、本件遺言２の対象とされた財産が含

まれていたか否かは判然としない。また、Ａの死亡に伴い、乙がＡの遺産を家督相続によって相

続しているから、本件遺言２についても、武生税務署長が本件異議決定②において検討した上記

１(2)(エ)ｂないしｄと同様の法律上の問題が生じることとなるから、本件各更正の請求の理由

とされていなかった本件遺言２によって、控訴人に対する本件相続に関する相続税の課税手続が

違法無効となるものとも認められない。 

 以上によれば、武生税務署長が行った本件各通知処分に重大かつ明白な違法はなく、控訴人の

相続税の申告及び修正申告に基づいて金沢国税局長が行った滞納処分は、法律上の原因を有する

ものである。 

 控訴人が主張する他の処分等に違法があることを認めるに足りる証拠もない。 

 よって、控訴人の不当利得返還請求権に基づく請求は理由がない。 

３ 争点２（税務署職員等が控訴人に対する違法行為を行ったか。）について 

 別紙３において控訴人が違法行為を行ったと主張する者が国家賠償法１条１項所定の違法行

為を行ったことを認めるに足りる証拠はない。 

 したがって、控訴人の国家賠償請求権に基づく請求は理由がない。 

第４ 結論 

 以上によれば、その余について判断するまでもなく、控訴人の請求はいずれも理由がないから、

これを棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文

のとおり判決する。 

 

名古屋高等裁判所金沢支部第１部 

裁判長裁判官 市川 正巳 

   裁判官 藤井 聖悟 

   裁判官 寺本 明広 
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別紙１及び別紙２ 省略 
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（別紙３） 

①いつ ②誰が ③何を行ったことが違法であるか ④なぜ違法であるか ⑤該当箇所 

平、７年３月 

１日 

３ 人 の

税理士 

１）物納させないという税務署の

方針に与した。 

２）それによって原告に、多大な

損害を与えた。 

１）税法違反 

２）国賠法上の違法

もある。 

準備書面の

(2)、(14)、(2

2)、(23) 

平、７年３月 

１日 

Ｅ 税 理

士 

１）違法であり、無効である申告

書を作成し、それを提出した。 

２）ざん言し、減額させまいとし

た。 

１）税法違反。 

２）法規範違反。 

３）国賠法上の違法

もある。 

準備書面

(2)、(11)、(1

6)、(22)、(2

3) 

  ３）結果、原告に損害を与えた。   

平、７年５月 

１７日 

Ｆ   (2)、(11)、(1

7)、(22)、(2

3) 

平、７年８月 

２３日 

Ｇ の 前

任者 

１）減額するべきであったのに、

減額しなかった。 

２）自分がするべきことを、裁判

所に押しつけた。 

３）結果、原告に多大な損 

１）税法違反。 

２）行政法違反。 

３）国賠法上の違法

もある。 

(2)、(11)、(1

6)、(17)、(2

2)、(23) 

   害を与えた。   
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特に関係のある条文。 

①いつ ②誰が ③何を行ったことが違法であるか ④なぜ違法であるか ⑤該当箇所 

 ３ 人 の

税理士 

 ・相税４１条。 

・国賠法１条。 

 

 Ｅ 税 理

士 

 ・税通１７条。 

・税通２３条。 

・国賠法１条。 

 

     

 Ｆ    

 Ｇ の 前

任者 

 ・税通２３条。 

・国賠法１条。 
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①いつ ②誰が ③何を行ったことが違法であるか ④なぜ違法であるか ⑤該当箇所 

平、１０年４月 

１０日 

Ｇ １）減額するべきであったのに、

減額しなかった。 

２）原告が更正の請求をするのを、

阻止しようとした。 

３）結果、原告に多大な損害を与

えた。 

１）税法違反。 

２）行政法違反。 

３）国賠法上の違法

もある。 

準備書面

(2)、(11)、(1

6)、(17)、(2

2)、(23) 

平、１２年１月 

９日 

Ｈ １）更正請求書の収受を拒否した。 

２）嘘をついて、原告に、更正請

求書を提出させまいとした。 

３）結果、原告に多大な損害を与

えた。 

１）税法違反。 

２）行政法違反。 

３）国賠法上の違法

もある。 

(2)、(11)、(2

2)、(23) 

平、１２年６月 

７日 

Ｉ １）減額しなかった（更正の請求

を却下した）。 

２）原告を脅し、原告が更正の請

求をすることをやめさせようと

した。 

３）違法状態を維持し、 

１）税法違反。 

２）行政法違反。 

３）法規範違反。 

４）国賠法上の違法

もある。 

(2)、(11)、(2

2)、(23) 

   そしてその違法状態を後続の違

法行為の基礎にさせた。 

４）結果、原告に多大な損害を与

えた。 

  

平、１２年１０ 

月２０日 

Ｊ １）虚偽の事実をでっち上げ、そ

の虚偽の事実を理由にして、異

議申立てを却下した。 

２）違法状態を維持し、それを後

続の違法行為の基礎 

１）法規範違反。 

２）国賠法上の違法

もある。 

３）税法違反。 

４）行政法違反。 

(1)、(2)、

(5)、(6)、(1

1)、(22)、(2

3) 

   にさせた。 

３）結果、原告に多大な損害を与

えた。 
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①いつ ②誰が ③何を行ったことが違法であるか ④なぜ違法であるか ⑤該当箇所 

 Ｇ  ・税通２３条。 

・国賠法１条。 

・行政手続法７条、

９条。 

 

 Ｈ  ・税通２３条。 

・国賠法１条。 

・行政手続法７条、

９条。 

 

 Ｉ  ・税通２３条。 

・国賠法１条。 

・行政手続法７条、

９条。 

 

     

 Ｊ  ・税通２３条。 

・国賠法１条。 

・行政手続法７条、

９条。 
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①いつ ②誰が ③何を行ったことが違法であるか ④なぜ違法であるか ⑤該当箇所 

平、１３年７月 

４日 

Ｋ １）減額するべきという裁決をし

なかった。 

２）裁決をすることから逃げまく

った。 

３）結果、原告に多大な損害を与

えた。 

１）税法違反。 

２）行政法違反。 

３）国賠法上の違法

もある。 

(2)、(11)、(2

2)、(23) 

平、１４年７月 

１日 

Ｌ １）決定書の虚偽の事実を新たな

Ｌ自身の嘘でカバーし、審査請

求を却下した。 

２）違法状態を維持し、それを後

続の違法行為の基礎にさせた。 

１）法規範違反。 

２）国賠法上の違法

もある。 

３）税法違反。 

４）行政法違反。 

(1)、(2)、

(7)、(11)、(2

2)の特に10、

11ページ。 

(23) 

  ３）結果、原告に多大な損害を与

えた。 

  

平、１６年３月 

８日 

Ｍ（書記

官） 

１）局に情報を流した。 

２）原告の裁判を受ける権利を侵

害した。 

３）被告の利を図り、原告を不利

にした。 

４）賄賂を受け取っている。 

法規範違反。 (2)、(8)、(2

2)、(23) 

  ５）結果、原告に多大な損害を与

えた。 

  

平、１６年６月 

３日以後 

局 お よ

び局員 

１）Ｂの持分があることを知って

いた。 

２）局の処分（＝行為）が違法で

あることを認識していた。 

３）公売と言えるようなものでな

いものを公売と偽って原告の 

１）税法違反。 

２）行政法違反。 

３）法規範違反。 

４）国賠法上の違法

もある。 

(1)の３、

(2)、(10)、(1

1)、(12)、(1

3)、(14)、(1

5)、(18)、(1

9)、(20)、 
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①いつ ②誰が ③何を行ったことが違法であるか ④なぜ違法であるか ⑤該当箇所 

 Ｋ  ・税通２３条。 

・国賠法１条。 

 

 

 Ｌ  ・税通２３条。 

・国賠法１条。 

・行政手続法７条、

９条。 

・行政不服審査法 

 

   ２１条。 

・税通９１条。 

 

 Ｍ（書記

官） 

   

     

 局 お よ

び局員 

 ・税通２３条。 

・国賠法１条。 

・民法７０３条。 

（以上） 
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①いつ ②誰が ③何を行ったことが違法であるか ④なぜ違法であるか ⑤該当箇所 

   財産を取り上げていた。 

４）原告に、計り知れない損害を

与えた。 

 (21)、(22)

の特に10、1

1ページ。(2

3) 

     

     

     

     

     

 

 


